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１ 公共施設個別計画について 

(1)計画の目的 

公共施設個別計画とは、施設ごとの具体的な対応方針を定めるため、施設の現状を把握し、維持管

理・更新に係る対策内容や実施時期を定める計画です。 

計画には、現状を踏まえた対策及びその内容を記載していますが、さらなる検討や地域及び利用者等

との意見交換等により「方向性・対策」に変更が生じた場合は、計画見直し時に変更することとします。 

また、対策時期については、現時点で想定される時期を記載していますが、財政状況をはじめとするそ

の時々の状況の変化や社会情勢等によって変更となる場合があります。 

 

(２)対象とする公共施設 

本計画で対象とする施設は、下川町公共施設等総合管理計画に示す公共施設（建築物）とします。 

■公共施設等の分類 

公
共
施
設
（（建
築
物
） 

1 庁舎等行政関連施設 役場庁舎、消防庁舎、総合福祉センターなど 

2 子育て支援施設 認定こども園 

3 福祉・医療関連施設 特別養護老人ホーム、障害者支援施設、病院など 

4 公営住宅等 公営住宅・町営住宅など 

5 産業関連施設 五味温泉、農産物加工研究所、特用林産物栽培研究所など 

6 社会教育・コミュニティ施設 公民館、公区会館、郷土資料保存施設など 

7 スポーツ施設 スポーツセンター、桜ヶ丘アリーナ、スキー場ロッジなど 

8 学校教育施設 小・中学校、多目的宿泊交流施設など 

9 その他 廃棄物処理場、火葬場、公衆トイレなど 

 

(３)計画期間 

本計画の計画期間は６年（令和３年度から令和８年度）とします。 
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下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   ２
 
施
設
別
計
画
（
建
築
物
）

 

（
１
）
庁
舎
等
行
政
機
関
関
連
施
設

 

役
場
本
庁
舎
は
、
築

45
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
建
物
で
老
朽
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
大
規
模
な
改
修
は
行
わ
ず
移
転
又
は
建
替
え
を
検
討
し
ま
す
。
 

消
防
庁
舎
は
、
役
場
庁
舎
と
隣
接
し
た
建
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
役
場
庁
舎
の
あ
り
方
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
ま
す
。
 

 

施
設
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対
策
期
間
・内
容

 
所
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

役
場
庁
舎

 
19

74
 

継
続
利
用

 
 

 
総
務
課

 

役
場
周
辺
地
域
熱
供

給
シ
ス
テ
ム
施
設

 
20

09
 

継
続
利
用

 
 

 
総
務
課

 

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

「ハ
ピ
ネ
ス
」 

20
01

 
継
続
利
用

 
 

 
保
健
福
祉
課

 

消
防
庁
舎

 
19

70
 

継
続
利
用

 
 

 
消
防

 

第
２
分
団
詰
所

 
19

66
 

継
続
利
用

 
 

 
消
防

 

 （
２
）
子
育
て
支
援
施
設

 

大
規
模
改
修
は
行
わ
ず
、
計
画
的
な
修
繕
に
よ
り
維
持

 

移
転
又
は
建
替
え
を
検
討

 

維
持

 

使
用
料
見
直
し
を
含
め
、
利
用
形
態
の
見
直
し
を
検
討

 

維
持

 

役
場
庁
舎
の
移
転
又
は
建
替
と
同
時
期
で
調
整

 

維
持

 

老
朽
度
を
見
な
が
ら
検
討
・
管
理
体
制
や
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
方
法
の
検
討

 

維
持

 

2 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   

現
状
を
維
持
し
な
が
ら
、
適
正
な
管
理
運
営
に
努
め
ま
す
。

 
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

認
定
こ
ど
も
園
「
こ
ど
も

の
も
り
」 

20
04

 
継
続
利
用

 
 

 
保
健
福
祉
課

 

 （
３
）
福
祉
・
医
療
関
連
施
設

 

計
画
的
な
改
修
に
よ
り
施
設
の
機
能
を
維
持
し
ま
す
。
 

中
長
期
的
収
支
改
善
計
画
を
策
定
し
、
効
率
的
な
管
理
運
営
に
努
め
る
と
と
も
に
施
設
の
規
模
の
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

共
生
型
住
ま
い
の
場

「ぬ
く
森
」 

20
11

 
継
続
利
用

 
 

 
保
健
福
祉
課

 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
「あ
け
ぼ
の
園
」 

19
82

 
継
続
利
用

 
 

 
あ
け
ぼ
の
園

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

適
正
な
管
理
運
営
に
努
め
る

 

維
持

 

大
規
模
修
繕
を
検
討

 

維
持

 

年
次
計
画
的
な
改
修
に
よ
り
、
介
護
福
祉
施
設
機
能
を
維
持
。
中
長
期
的
な
収
支
改
善
計
画
の
策
定

 

維
持
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下
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施
設
個
別
計
画

 

       （
４
）
公
営
住
宅
等

 

「
下
川
町
公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画
」
「
下
川
町
住
生
活
基
本
計
画
（
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
」
に
基
づ
き
対
策
を
実
施
し
ま
す
。
 

公
営
住
宅
等
の
需
要
を
把
握
し
な
が
ら
、
老
朽
化
し
た
住
宅
の
除
却
や
建
替
え
等
に
伴
う
集
約
化
に
よ
り
、
良
好
な
ス
ト
ッ
ク
形
成
を
目
指
し
ま
す
。

 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
 

19
89

 
継
続
利
用

 
 

 
あ
け
ぼ
の
園

 

生
活
支
援
ハ
ウ
ス

 
20

02
 

継
続
利
用

 
 

 
あ
け
ぼ
の
園

 

障
害
者
支
援
施
設
「
山

び
こ
学
園
」 

19
85

 
継
続
利
用

 
 

 
山
び
こ
学
園

 

障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
「う
い
る
」 

20
02

 
継
続
利
用

 
 

 
山
び
こ
学
園

 

町
立
下
川
病
院

 
19

62
 

継
続
利
用

 

 

 
町
立
下
川
病

院
 

年
次
計
画
的
な
改
修
に
よ
り
、
福
祉
施
設
機
能
を
維
持
。
運
営
形
態
施
設
規
模
等
の
検
討

 

維
持

 

年
次
計
画
的
な
改
修
に
よ
り
、
施
設
を
維
持
。
効
率
的
な
運
営
に
努
め
る
と
共
に
利
用
料
の
見
直
し
を
検
討

 

維
持

 

年
次
計
画
的
な
改
修
に
よ
り
施
設
を
維
持
。
利
用
者
定
数
変
更
を
検
討
。
中
長
期
的
な
収
支
改
善
計
画
の
策
定

 

維
持

 

維
持

 

計
画
的
な
修
繕
・
整
備
に
よ
り
病
院
機
能
を
維
持
。
運
営
形
態
施
・
病
床
数
・
施
設
規
模
等
の
検
討

 

中
長
期
的
な
収
支
改
善
計
画
の
策
定

 

維
持
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共
施
設
個
別
計
画

 

    

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

公
営
住
宅

 
 

継
続
利
用

 
集
約
化

 
 

 

建
設
水
道
課

 

町
営
住
宅

 
 

継
続
利
用

 
集
約
化

 
 

 
建
設
水
道
課

 

一
の
橋
集
住
化
住
宅

 
(交
流
促
進
住
宅
含
む

) 
20

13
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

新
規
就
農
住
宅

 
20

17
 

継
続
利
用

 
 

 
農
務
課

 

 （
５
）
産
業
関
連
施
設

 

貸
付
工
場
な
ど
、
賃
貸
施
設
に
つ
い
て
は
、
相
手
か
ら
の
返
還
を
機
に
、
譲
渡
又
は
除
却
を
検
討
し
ま
す
。
 

生
産
等
施
設
は
、
民
間
移
行
の
方
向
で
協
議
、
検
討
し
ま
す
。
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

「
公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画
」
及
び

 

「
住
生
活
基
本
計
画
（
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
」
に
基
づ
き
実
施

 

維
持

 

維
持
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下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   労
働
相
談
所

 
19

70
 

譲
渡

 
除
却

 

 

 
総
務
課

 

企
業
貸
付
工
場

 
（西
町
） 

19
83

 
譲
渡

 
除
却

 
 

 
総
務
課

 

企
業
貸
付
工
場

 
（上
名
寄
） 

19
84

 
譲
渡

 
除
却

 
 

 
総
務
課

 

農
村
活
性
化
セ
ン
タ
ー

「お
う
る
」 

20
04

 
継
続
利
用

 
 

 
農
務
課

 

育
苗
施
設

 
20

08
 

譲
渡

 
貸
付

 

 

 
農
務
課

 

農
業
研
修
道
場

 
20

17
 

継
続
利
用

 
 

 
農
務
課

 

土
壌
改
良
施
設

 
20

02
 

継
続
利
用

 
 

 
農
務
課

 

農
産
物
加
工
研
究
所

 
19

82
 

譲
渡

 
 

 
農
務
課

 

  

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

現
在
の
貸
付
契
約
の
終
了
（
貸
付
物
件
の
返
還
）
を
機
に
譲
渡
ま
た
は
除
却
を
検
討

 

維
持

 

現
在
の
貸
付
契
約
の
終
了
（
貸
付
物
件
の
返
還
）
を
機
に
譲
渡
ま
た
は
除
却
を
検
討

 

維
持

 

現
在
の
貸
付
契
約
の
終
了
（
貸
付
物
件
の
返
還
）
を
機
に
譲
渡
ま
た
は
除
却
を
検
討

 

維
持

 

利
用
形
態
及
び
使
用
料
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

民
間
移
行

 

（
令
和
４
年
度
） 

利
用
組
合
や
関
係
機
関
へ
の
譲
渡
ま
た
は
貸
付
の
検
討

 

維
持

 

適
切
な
管
理
運
営
に
努
め
る

 

維
持

 

施
設
の
維
持
や
新
し
い
処
理
方
法
の
検
討

 

維
持
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下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   林
業
総
合
セ
ン
タ
ー

 
19

93
 

除
却

 

 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

木
質
原
料
製
造
施
設

 
20

09
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

五
味
温
泉

 
19

81
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

環
境
共
生
型
モ
デ
ル

住
宅
「美
桑
」 

20
09

 
継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

宿
泊
研
修
交
流
施
設

「結
い
の
森
」 

20
17

 
継
続
利
用

 

 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

地
域
間
交
流
施
設
「
ヨ

ッ
ク
ル
」 

20
06

 
継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

ま
ち
お
こ
し
セ
ン
タ
ー

「コ
モ
レ
ビ
」 

20
16

 
継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

誘
致
企
業
貸
付
施
設

 
20

14
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

  

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
 
・
 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

除
却

 

（
令
和
４
年
度
） 

維
持

 

入
浴
料
の
改
定
（
令
和
３
年
度
～
） 

維
持

 

維
持

 

指
定
管
理
を
検
討

 

維
持

 

維
持

 

維
持

 

維
持
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下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   恵
林
館

 
19

89
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

一
の
橋
地
域
熱
供
給

シ
ス
テ
ム
施
設

 
20

13
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

特
用
林
産
物
栽
培
研

究
所

 
20

13
 

譲
渡

 

 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

 （
６
）
社
会
教
育
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
施
設

 

 
公
区
会
館
は
令
和
３
年
度
か
ら
指
定
管
理
の
更
新
を
行
い
つ
つ
協
議
を
進
め
、
不
要
と
な
っ
た
会
館
に
つ
い
て
は
、
用
途
廃
止
、
貸
付
、
譲
渡
な
ど
検
討
し
ま
す
。
 

社
会
教
育
施
設
は
利
用
形
態
及
び
使
用
料
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
協
議
、
検
討
し
ま
す
。

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
合
同

セ
ン
タ
ー

 
19

90
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

上
名
寄
第
１
公
区
会

館
 

19
81

 
継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

利
用
形
態
、
管
理
・
保
存
方
法
の
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

利
用
料
金
見
直
し
（
令
和
３
年
度
～
）
 

維
持

 

民
間
移
行

 

（
令
和
５
年
度
） 

使
用
料
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

 

維
持

 

8 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   上
名
寄
川
向
会
館

 
19

80
 

継
続
利
用

 

 

 
税
務
住
民
課

 

上
名
寄
生
活
改
善
セ

ン
タ
ー

 
19

78
 

譲
渡

 
※
譲
渡
（令
和
２
年
度
） 

 
税
務
住
民
課

 

り
ん
ど
う
会
館

 
19

81
 

用
途
廃
止

 
 

 
税
務
住
民
課

 

緑
町
・三
和
会
館

 
19

80
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

末
広
会
館

 
19

72
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

新
町
会
館

 
19

88
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

南
部
会
館

 
19

76
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

北
町
会
館

 
19

79
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

9 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
は
行
わ
ず
、
用
途
廃
止
し
譲
渡
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

維
持

 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   一
の
橋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

 
19

93
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

二
の
橋
会
館

 
19

74
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

幸
成
会
館

 
19

81
 

用
途
廃
止

 
 

 
税
務
住
民
課

 

渓
和
生
活
改
善
セ
ン
タ

ー
 

19
77

 
譲
渡

 
 

 
税
務
住
民
課

 

一
の
橋
住
民
セ
ン
タ
ー

 
20

12
 

継
続
利
用

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

公
民
館

 
19

81
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

町
民
会
館

 
19

66
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

ふ
る
さ
と
交
流
館

 
19

91
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

  

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
（
令
和
３
年
度
～
令
和
８
年
度
）
 

 

維
持

 

指
定
管
理
の
更
新
は
行
わ
ず
、
用
途
廃
止
し
譲
渡
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

譲
渡

 

（
令
和
３
年
度
） 

維
持

 

利
用
形
態
の
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

維
持

 

維
持

 

10 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   郷
土
資
料
展
示
保
存

施
設
（
旧
一
の
橋
小
学

校
）
 

19
80

 
継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

郷
土
資
料
保
存
施
設

（旧
菱
光
小
学
校
） 

19
79

 
継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

 （
７
）
ス
ポ
ー
ツ
施
設

 

老
朽
化
の
激
し
い
施
設
は
廃
止
に
つ
い
て
、
協
議
、
検
討
し
ま
す
。
 

利
用
形
態
の
見
直
し
及
び
使
用
料
の
見
直
し
に
つ
い
て
協
議
、
検
討
し
ま
す
。
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

 
19

88
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

柔
道
・弓
道
場

 
19

80
 

継
続
利
用

 
一
部
廃
止

 

 
 

教
育
委
員
会

 

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

 
19

89
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

予
約
制
の
導
入

 

維
持

 

維
持

 

弓
道
場
の
廃
止
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

利
用
形
態
の
見
直
し
、
使
用
料
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

使
用
料
の
見
直
し
、
第
２
ホ
ー
ル
（
S
4
3
建
築
）
の
維
持
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

11 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   桜
ヶ
丘
ア
リ
ー
ナ

 
19

91
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

ス
キ
ー
場
ロ
ッ
ジ

 
19

87
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

 （
８
）
学
校
教
育
施
設

 

「
（
仮
）
学
校
施
設
等
長
寿
命
化
計
画
」
に
基
づ
き
対
策
を
実
施
し
ま
す
。
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

下
川
小
学
校

 
19

71
 

 
 

 
教
育
委
員
会

 

下
川
中
学
校

 
19

78
 

 
 

 

教
育
委
員
会

 

学
校
給
食
共
同
調
理

場
 

19
71

 
 

 
 

教
育
委
員
会

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

「
（
仮
）
学
校
施
設
等
長
寿
命
化
計
画
」
に
基
づ
き
実
施

 

12 

使
用
料
見
直
し
の
検
討

 

維
持

 

維
持

 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   小
学
校
・
病
院
地
域
熱

供
給
シ
ス
テ
ム
施
設

 
20

13
 

継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

多
目
的
宿
泊
交
流
施

設
「
ア
イ
キ
ャ
ン
ハ
ウ

ス
」
 

19
94

 
継
続
利
用

 
 

 
教
育
委
員
会

 

 （
９
）
そ
の
他

 

現
在
賃
貸
し
て
い
る
施
設
は
、
譲
渡
に
つ
い
て
協
議
、
検
討
し
ま
す
。
 

 
不
要
と
な
っ
た
施
設
は
除
却
し
ま
す
。
 

 
利
用
率
の
低
い
施
設
は
、
休
止
及
び
廃
止
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。
 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

旧
一
の
橋
保
育
所

 
19

69
 

除
却

 

 

 
総
務
課

 

旧
共
立
木
材
事
務
所

兼
住
宅

 
20

02
 

継
続
利
用

 

 

 
総
務
課

 

 

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

除
却

 

（
令
和
３
年
度
） 

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
継
続
中
は
現
状
を
維
持

 

維
持

 

利
用
形
態
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

13 



 
下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   交
通
防
犯
セ
ン
タ
ー

 
19

98
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

廃
棄
物
処
理
場

 
19

79
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

墓
地
・火
葬
場

 
19

86
 

継
続
利
用

 
 

 
税
務
住
民
課

 

上
名
寄
交
流
広
場
公

衆
ト
イ
レ

 
20

00
 

休
止

 
 

 
税
務
住
民
課

 

美
桑
が
丘

 
20

10
 

譲
渡

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

木
工
芸
セ
ン
タ
ー

 
19

89
 

譲
渡

 
 

 
森
林
商
工
振

興
課

 

桜
ヶ
丘
公
園
セ
ン
タ
ー

ハ
ウ
ス
「フ
レ
ぺ
」 

20
08

 
継
続
利
用

 
 

 
建
設
水
道
課

 

錦
町
公
衆
ト
イ
レ

 
19

90
 

廃
止

 
 

 
建
設
水
道
課

 

  

施
 
設

 
名

 
取
得

 
年
度

 
方
向
性

 
対

 
策

 
期

 
間

 
・ 
内

 
容

 
所

 
管

 
計
画
期
間
（令
和

3
年
度
～
令
和

8
年
度
） 

次
期
計
画
以
降

 

適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
る

 

維
持

 

適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
る

 

維
持

 

周
辺
環
境
管
理
の
み
実
施

 

休
止

 

譲
渡
に
つ
い
て
検
討

 

維
持

 

廃
止
に
向
け
協
議
、
検
討

 

譲
渡
に
つ
い
て
検
討
、
町
事
業
の
廃
止
を
検
討

 

維
持
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下
川
町
公
共
施
設
個
別
計
画

 

   旧
下
川
幼
稚
園

 
19

78
 

継
続
利
用

 
譲
渡

 

 
 

教
育
委
員
会

 

陶
芸
セ
ン
タ
ー

 
19

80
 

譲
渡

 
廃
止

 

 
 

教
育
委
員
会

 

      

譲
渡
又
は
廃
止
に
つ
い
て
協
議
、
検
討

 

現
在
賃
貸
し
て
い
る
事
業
者
へ
長
期
貸
付
又
は
譲
渡
に
つ
い
て
検
討

 

維
持
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